
議案第３４号

青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年９月６日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

（説明）

令和５年１１月に予定している新病院の開院に合わせ、青梅市立総合病

院の名称を変更したいので、この条例案を提出いたします。

青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

青梅市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第４９号）の一

部を次のように改正する。

第１条第２項第１号中「青梅市立総合病院」を「市立青梅総合医療セン

ター」に改める。

第４条中「市立総合病院」を「市立青梅総合医療センター」に改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。

（青梅市一般職の職員の定年等に関する条例の一部改正）

２ 青梅市一般職の職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第３２号）

の一部を次のように改正する。

第３条中「市立総合病院」を「市立青梅総合医療センター」に改める。

（青梅市立総合病院医学研究研修奨励基金条例の一部改正）

３ 青梅市立総合病院医学研究研修奨励基金条例（昭和６０年条例第２８



号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

市立青梅総合医療センター医学研究研修奨励基金条例

第１条中「青梅市立総合病院に」を「市立青梅総合医療センターに」

に、「、青梅市立総合病院医学研究研修奨励基金」を「、市立青梅総合医

療センター医学研究研修奨励基金」に改める。

（青梅市健康センター条例の一部改正）

４ 青梅市健康センター条例（昭和６０年条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項中「青梅市立総合病院」を「市立青梅総合医療センター」

に改める。

（青梅市立総合病院運営委員会設置条例の一部改正）

５ 青梅市立総合病院運営委員会設置条例（昭和３３年条例第９号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

市立青梅総合医療センター運営委員会設置条例

第１条中「青梅市立総合病院の」を「市立青梅総合医療センターの」

に、「、青梅市立総合病院運営委員会」を「、市立青梅総合医療センター

運営委員会」に改める。

（青梅市立総合病院使用条例の一部改正）

６ 青梅市立総合病院使用条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

市立青梅総合医療センター使用条例

第１条中「青梅市立総合病院（以下「病院」という。）」を「市立青梅

総合医療センター（以下「医療センター」という。）」に改める。

第２条第１項、第７条第２号および第８条中「病院」を「医療センタ

ー」に改める。

（青梅市助産師および看護師修学資金貸与条例の一部改正）

７ 青梅市助産師および看護師修学資金貸与条例（昭和４４年条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「青梅市立総合病院（以下「病院」という。）」を「市立青梅



総合医療センター（以下「医療センター」という。）」に、「病院」を「医

療センター」に改める。

第２条、第１１条、第１３条および第１４条中「病院」を「医療セン

ター」に改める。


